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貸付事業に関わる未収金回収業務委託 

公募型プロポーザル募集要項 

 

社会福祉法人奈良県社会福祉協議会 

 

１ 目的 

貸付事業に関わる未収金回収業務受託事業者の選定について、効率的で効果の

高い事業が実施できるようプロポーザル方式により企画提案の公募を行う。 

 

２ 業務の概要 

（１）委託業務名  

貸付事業に関わる未収金回収業務委託 

 

（２）委託業務の内容 

「貸付事業に関わる未収金回収業務委託仕様書」（別添）のとおりとする。 

 

（３）業務委託の期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

（４）委託上限金額 

44,800,000円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

 

（５）留意事項 

本公募は、令和８年度当初予算成立後、速やかに事業が開始できるようにする

ため、予算成立前に実施するもの。本事業の実施については令和８年度予算成立

を条件としているため、予算成立状況により、契約できない場合や委託金額、委託

期間等を見直した上で再募集を行う場合がある。この場合においても、本プロポ

ーザルに要した費用を請求することはできない。 

 

３ スケジュール 

（１）募集要項等の配付及び配布場所 

令和７年１２月２２日（月）から令和８年２月１０日（火）まで 

（土曜日、日曜日、祝日を除く。）各日とも午前９時から午後５時まで。なお、令和

８年２月１０日（火）は正午まで。 
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（２）配付場所 

社会福祉法人 奈良県社会福祉協議会 生活支援課  

所在地 〒63４-００６１ 奈良県橿原市大久保町３２０－１１  

奈良県社会福祉総合センター １階 

電 話 074４-2９-０１００ 

※ 郵送による配付は行わない。 

※ 募集要項等は、「奈良県社会福祉協議会（以下、『本会』とする。）ホームペー

ジ」で公開する。  

ホームページ URL   https://nara-shakyo.jp/ 

 

（３）質問及び回答 

①受付期間 

令和８年１月１６日（金）午後５まで（必着） 

②提出方法 

・「質問票」（様式４）により、電子メール又は FAX で下記担当課へ送付する

こと。（口頭又は電話での問合せは受け付けない。） 

・質問事項は、様式１枚につき１問とし、簡潔に記載すること。 

・電子メールで送付の場合には、件名に「貸付事業に関わる未収金回収業務

委託公募型プロポーザル受託者募集質問票」と表記すること。 

・質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を妨げるおそれのあ

るものを除き、質問者の氏名等をふせて、令和８年１月２３日（金）までに「本

会ホームページ」（上記３（２）の URL と同じ）上にて公開する。なお、個別に

は回答しない。 

 

（４）参加申込書の提出期限等 

①提出期限 

令和８年１月３０日（金）午後５時まで（必着） 

（土曜日、日曜日、祝日を除く。）持参の場合の受付は各日とも午前９時から

午後５時までとする。 

②提出先 

下記３（７）の担当課に同じ 

③提出方法 

様式１「参加申込書」及び様式２「事業者の概要」を郵送又は持参にて下記担

当課へ提出すること。 

※持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時まで

の受付とする。郵送する場合は、電話により郵送した旨の連絡をするとともに、

提出書類が配達された日時及び時刻が証明できる方法によること。 

なお、いかなる事情であっても期限を過ぎた書類は受け付けない。また、提

出書類を提出した後に辞退する場合は、速やかに連絡するとともに、書面によ

り通知すること。 
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（５）企画提案書の受付期間 

令和８年２月１０日（火）午後５時まで（必着） 

（土曜日、日曜日、祝日を除く。）各日とも午前９時から午後５時まで。 

※提出書類等詳細については、「５．応募手続き等」を参照すること。 

 

（６）事業者決定 

令和７年２月下旬（予定） 

 

（７）担当課 

社会福祉法人 奈良県社会福祉協議会 生活支援課（担当：青木） 

所在地：〒63４-００６１ 奈良県橿原市大久保町３２０－１１  

奈良県社会福祉総合センター 

電 話：０７４４－２９－０１００ 

ＦＡＸ：０７４４－２９－０１０１ 

メールアドレスについては電話により上記に問い合わせること。 

 

４ 参加資格要件等 

(1) 企画提案を提出する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。 

①弁護士法（昭和 24年法律第 205号）第４条に規定する弁護士、又は同法第

30条の 2に規定する弁護士法人であること 

②過去５年間に都道府県社会福祉協議会からの債権回収業務受託実績がある

こと 

③万が一の個人情報漏えいに備え、個人情報に対応する個人情報漏えい保険

に加入すること 

④本業務を遂行する能力及び安定的かつ健全な財務能力を有すること 

⑤次のいずれにも該当しないこと 

a.役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業

所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個

人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以

下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。）であるとき。 

b.暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員が経営に実質的に関与しているとき。 

c.役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損

害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 

d.役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す

るなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与してい

るとき。 

e.役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
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とき。 

f.本契約に係る下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約等の契約（以下

「下請契約等」という。）に当たって、その相手方が上記 aから eのいずれかに該

当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 

g.本契約に係る下請契約等に当たって、上記 aから eのいずれかに該当する者

をその相手方としていた場合（上記 fに該当する場合を除く。）において、本会が

契約の相手方に対して下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、契約の相

手方がこれに従わなかったとき。 

h.本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにも

かかわらず、遅滞なくその旨を本会に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。  

 

５ 応募手続き等 

応募については、１応募者につき１提案に限る。 

（１）企画提案書の提出期限 

令和８年２月１０日（火）午後５時まで（必着） 

（２）提出場所 

上記３（７）の担当課に同じ 

（３）提出方法 

郵送又は持参とする。なお持参の際は、事前に提出予定時間を連絡すること。 

（４）提出物及び部数 

下記について、９部（正本１部、副本８部）を提出すること。 

ただし、副本については提案事業者名が判別できる記載や用紙の使用を行わな

いこと。 

①企画提案書（様式３）  

②【弁護士のみ】弁護士の資格を有することが確認できる書類 

③【弁護士法人のみ】登記事項全部証明書 

④個人情報漏洩保険証書の写し 

 

（５）企画提案書の作成等について 

企画提案書は以下のとおり作成すること。 

項目 内容 

１．業務実施計画 ・業務フロー及びスケジュール 

２．業務運営体制 ・業務の人員配置計画（業務管理者及び統括

責任者の選任含む）及び管理体制 

・業務を遂行する上で必要な能力（経験、知

見、成果及び資格等）を有しているか 

・個人情報保護及び秘密保持等のための取組 

３．業務実施内容 ・回収方法及び文書発送や架電等の時期、回

数 

・効率的な回収勧奨に向けた取組 
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・債務者等からの苦情やトラブルへの対応（未

然防止策、対応方法等） 

・居所不明調査及び相続関連調査の手法及び

報告方法 

４．債権回収業務の受託実

績 

・他の都道府県社会福祉協議会での債権回収

業務の受託実績及びその成果（回収率） 

５．経費見積 ・委託債権に対する着手金及び成功報酬率、

回収率が記載された経費見積 

 

(６) 様式等  

①企画提案書類の用紙は、原則としてＡ４版とし、上記(５)の項目に沿って作成

すること。 

②企画提案書類は、簡潔かつ明瞭に記載すること。  

 

６ 業務契約相手方の特定等 

（１）特定方法 

企画提案書の内容をもとに、別途設置する選定委員会において、別記「貸付事業

に関わる未収金回収業務委託事業者選定に係る審査基準」に沿って審査を行い、

本業務委託契約の相手方を特定する。 

提案が複数ある場合は、各委員の合計点数の総計が満点の６割以上の者のうち、

最も高い得点を獲得した者で、かつ、審査委員会の合議により認められた者を、最

優秀提案者として選定する。 

ただし、審査の結果、評価項目のうち全審査委員の得点の平均が満点の５割未満

の項目が一以上ある提案者は、受託事業者として特定しない。 

なお、提案者が１者の場合、評価基準による得点が６割以上で、かつ、審査委員会

の合議により認められた者については、当該提案者を受託事業者として特定するも

のとする。ただし、評価項目のうち全審査委員の得点の平均が満点の５割未満の項

目が一以上ある提案者は、受託事業者として特定しない。 

 

（２）プレゼンテーション等について 

令和８年２月１８日（水）開催の委員会において、プレゼンテーションを行うこと。 

なお、委員会の時間、場所などについては、参加申込書提出後に別途通知する。 

 

(3) 審査結果の通知  

 審査の結果については、選定後速やかに、各提案者あて書面にて通知する。  

(４) 審査結果について  

 審査結果に対する異議申し立ては一切認めない。 

（５）失格事項 

提案者が次に掲げる場合に該当するときは、失格とする。 

①上記４に示した参加資格要件が備わっていないとき 
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②参加資格確認資料又は企画提案書に虚偽又は不正があったとき 

③提出された企画提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合

せず、その補正に応じないとき 

④一以上の審査項目についての記載がなかったとき 

⑤プレゼンテーションに応じなかったとき 

⑥その他不正な行為があったとき 

 

７ 契約等 

（１）上記により特定された者は、速やかに本会と本業務に係る契約を締結する。 

（２）提案内容の履行については、原則として契約内容に含めるものとする。 

（３）契約にあたっては、本会の諸規程が適用される。 

（４）業務委託料の支払時期、支払方法は、契約で定める。 

（５）契約内容等については、特定された者に別途通知する。 

（６）特定後、速やかに本会と協議を行う。 

（７）ただし、特定された最優秀提案者との協議が不調に終わった場合には、審査にお

いて次点となった者と同様の手続きを行う場合がある。 

 

８ 契約の不締結 

本業務委託契約の相手方の特定後、契約締結までに本業務委託契約の相手方に

ついて次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を締結しないものとする。 

（１）役員等（役員（非常勤を含む。）、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以

下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）であると認められるとき。 

（２）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３）役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又

は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められ

るとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると

認められるとき。 

（５）上記（３）及び（４）に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会

的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

（６）本契約に係る下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約等の契約（以下「下

請契約等」という。）に当たって、その相手方が上記（１）から（５）のいずれかに該当

することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 

（７）本契約に係る下請契約等に当たって、上記（１）から（５）のいずれかに該当する者

をその相手方としていた場合【上記（６）に該当する場合を除く。 】において、本会

が契約の相手方に対して下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、契約の相
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手方がこれに従わなかったとき。 

（８）本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかか

わらず、遅滞なくその旨を本会に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 

 

９ 契約の解除 

契約締結後であっても、契約の相手方が８のいずれかに該当すると認められる場

合、企画提案書など提出書類に虚偽の記載が明らかになった場合、正当な理由なく

一定期間業務を履行しない場合は、契約を解除し委託者を変更することがある。また、

上記理由で契約を解除した場合は、契約の相手方は損害賠償義務が生じる。 

 

10 その他 

（１）本業務の成果等は、本会に属する。 

（２）企画提案書等の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とする。なお、提

出のあった企画提案書等は返却しない。 

（３）企画提案書等は、審査に必要な範囲内で複製を作成することがある。 

（４）書類等の作成・契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日

本国通貨とする。 

 

11 問い合わせ先 

社会福祉法人 奈良県社会福祉協議会 生活支援課（担当：青木） 

所在地：〒63４-００６１ 奈良県橿原市大久保町３２０－１１  

奈良県社会福祉総合センター １階 

電 話：０７４４－２９－０１００ 

ＦＡＸ：０７４４－２９－０１０１ 

メールアドレスについては電話により上記に問い合わせること。 

 


